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資料出所：「平成27年度能力開発基本調査」

雇用保険で行う「教育訓練給付」（専門実践型）の拡充
（１） 助成対象講座の多様化、利便性の向上

ＩＴなど就業者増が見込まれる分野の講座の増設

子育て女性のための「リカレント教育」の講座の増設

土日、夜間講座の増設。完全e-ラーニング講座の新設
（２） 出産等で離職後、子育てでのブランクが

長くなっても受給を可能に

（３） 給付率と上限額の引上げ

経営トップの意識改革（企業）
先進的な事例を収集、表彰して普及(厚生労働省)

中小企業の生産性向上のための従業員を対象とし
た新たな訓練システム

国が訓練ニーズに合わせ、先進企業の好事例を活用したオー

ダーメイド型訓練を開発

職業訓練施設や企業の現場等で中小企業の従業員を訓練

人材育成の充実

現状と課題

再就職には長期訓練が効果的

①企業による教育訓練の実施拡大①企業による教育訓練の実施拡大

今後の対応

③国による長期の離職者訓練の新設、拡充③国による長期の離職者訓練の新設、拡充

②個人のキャリアアップへの強力な支援②個人のキャリアアップへの強力な支援

資格の取得などを可能にする１～２年の長期訓練の拡充、
新設（高レベルのＩＴ等）
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資料出所：「賃金労働時間制度等総合調査報告」、「就労条件総合調査報告」

（受講者数）

企業の人的資本投資の減少傾向が問題

年間0.7万人→２万人

→ 給付率６割→ ７割

４年以内→ 10年以内４年以内→ 10年以内

（％）

（円/人・月）

就職率

１０万人

５万人

０人

教育訓練費

人材育成に関する問題点

国が行う離職者訓練の期間と就職率（H27） １、２年の受講期間を必要と
する資格等の例

保育士 ２年（昼間）

介護福祉士 ２年（昼間）

２級建築士 ２年（実務経
験なしの者）

応用情報技術者 １年

高レベルの民間ＩＴ
資格

１年

新

「グッドキャリア企業ア
ワード」（本年創設）

（「教育訓練給付」（一般型）も同様に措置）

新

新

→2500講座→5000講座

→ 最大3年で144万円→ 168万円

平成28年11月16日第３回働き方改革実現会議
塩崎厚生労働大臣提出資料
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平成 28 年 11 月 16 日 第３回働き方改革実現会議の概要について（首相官邸ＨＰより抜粋） 

平成２８年１１月１６日、安倍総理は、総理大臣官邸で第３回「働き方改革実現会議」を開催しました。 

 会議では、「雇用吸収力・生産性の高い産業への転職・再就職支援の在り方」、「格差を固定化させない教育（社会

人学び直し、職業訓練、給付型奨学金の在り方）の在り方」、「労働者の人材育成の充実の在り方」及び「春季労使交

渉に向けた賃金引上げの方向性」について議論が行われました。 

 総理は、本日の議論を踏まえ、賃上げの関係については、次のように述べました。 

「私たちが進めてきた経済政策、いわゆるアベノミクスは経済の好循環を生み出すことができました。しかし、大切なこ

とは、この好循環を力強く継続していくことであります。そのかぎは、来年の賃上げであります。榊原会長にも今うなず

いていただいたと思いますが、来年の賃上げに向けて、次の３点をお願いしたいと思います。 

 第一に、今世紀に入って最も高い水準の賃上げを３年連続で実現してきておりますので、少なくとも今年並みの水

準の賃上げを期待しています。特にベアを３年連続で実施してきていますので、４年連続の実施をお願いしたいと思

います。 

 第二に、来春には原油価格の上昇等による、消費者物価の上昇が期待されるところであります。期待物価上昇率も

勘案した賃上げの議論をお願いしたいと思います。 

 第三に、中小企業の賃上げの環境を整備するため、下請等中小企業の取引条件の改善にしっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 榊原会長から、景気刺激策や社会保障制度改革などの総合的政策対応について要請がありました。関係大臣から

も発言がありましたが、政府としてしっかりと取り組んでいきます。また、税制、予算措置など賃上げの環境整備にも

取り組んでまいります。」 

 また、転職・再就職支援や人材育成については、次のように述べました。 

「子育て中の女性の復職・再就職の問題があります。我が国では正社員だった女性が育児で一旦離職するとパート

等の非正規で働き続けざるをえないことが多いのは事実であります。労働生産性の向上の点でも問題があります。女

性がライフステージに応じて、再就職しやすい環境を整えるため、私はリカレント教育に注目したいと思います。 

 このところ車座を開催し、国民の皆さんの声を直接お伺いをしています。リカレント教育を経て、正社員で採用された

濱田直子さんは、『自分を見つめ直し、再就職の準備をする良い機会であった。主婦が履歴書を書いて、自分で企業

に提出しても、採用までいかない。リカレント教育過程の中で、企業を紹介いただいて初めて再就職できた。』と言わ

れました。より多くの方が学び直しができるよう、助成制度の拡充を検討したいと思います。（②） 

 また、我が国の場合、復帰を認める再雇用制度を持つ企業は、榊原会長の東レなど１割にすぎないとの調査もあり

ます。制度を持つ企業の情報公開を推進したいと思います。 

 育児休業期間についても、保育所が見つからない場合などは、育児休業期間の延長を認める方向で検討したいと

思います。 

 民間企業における、一人当たりの教育訓練費は減少傾向であります。個人の学び直しについては、労働者個人を

支援する、教育訓練給付制度について、対象講座、給付額等の拡充を図っていきます。（①）、（②） 

 中高年の転職・再就職については、一度でも採用経験がある企業は、積極的になる傾向があります。受入れ企業

に対する支援や就職支援体制の強化など、総合的に環境整備を検討したいと思います。 

 また、就職氷河期世代など、非正規社員の方に対しては、同一の労働を行う非正規社員が、教育訓練の機会を均

等に受けることができるよう、（③）同一労働同一賃金の中で対応を図っていきます。 

 その他、本日、議員の皆様から様々な貴重な御意見を頂きました。そうした御意見を踏まえて、今後議論を進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。」 

 

※①…企業による教育訓練の実施拡大、②…個人のキャリアアップへの強力な支援、③…国による長期の離職者訓

練の新設、拡充 


